
川南町におけるフッ化物洗口の取り組みについて 

川南町役場  ○渡邊寿美  永田佳代  木村仁美 

１、はじめに 

 う蝕は殆どの人が経験する社会的疾患で、しかもう蝕になりやすい時期は、歯の萌出後の 1－2年といわれている。そのため、永久歯

のう蝕予防に関しては、就学前から中学校卒業の時期が最も効果的である。また、1 度できてしまったう蝕は決して元の健康な歯には

戻すことはできないので発生しやすい時期にしっかり予防しておくことが大切である。 

 う蝕の予防方法は３つあり、甘いものを控えること、食後の歯みがき、フッ化物の応用である。 

 フッ化物の応用として、フッ化物洗口法がある。フッ化物洗口は簡単であること、安全性が確立されていること、確実な予防効果が

期待できること、経済性に優れていることから、保育所、幼稚園、学校などの集団施設での応用に適している。 

 今回、川南町において、保育所 11施設、幼稚園 2施設、小学校 5校を対象に一貫したフッ化物洗口の導入を試みたのでその経過をこ

こに報告する。 

２、経過                                 ①保育所、幼稚園 

                                      私立幼稚園については、フッ化物洗口の事を知っ 

ている園もあり、職員の理解は早かった。 

町立保育所の職員、保護者へは、職員の説明会、

父母の会総会での説明会により、理解してもらっ

た。 

②小学校 

                                       最初は、教育委員会に相談した上で、校長会で

提案した。しかし、校長会では、「フッ化物洗口」

というものを詳しく知らないこともあり、特に質

問も出ず終わった。この件をそれぞれの小学校に

持ち帰って協議したあとの反響が大きかった。そ

れから、各小学校、川南町教育委員会、教育事務

所、役場職員組合からの問い合わせが続き、教職

員組合からの事業中止の申し入れもあった。また、

保育所、幼稚園、小学校へ反対ビラが配付され、

町内各戸のポストにも反対ビラが入るようになっ

た。新聞社の取材でも、「安全危惧 導入進まず」

という見出しで川南町が進めるフッ化物洗口につ

いて問われた。宮崎県内の小学校でフッ化物洗口

の導入が進まない理由がよくわかった。とにかく、

教育委員会での説明会、小学校職員への説明会、

保護者会での説明会を繰り返した。 

何でも初めての事を実施しようとすると、不安

が生じるものである。特に、洗口剤を口の中に含ませるという予防法なので不安に思いやすいのかもしれない。不安に思う方たちの殆

どは、安全性を心配していた。専門的な事の説明は支援していただいていた歯科医師会の先生方にお願いし、行政としては、積極的に

情報提供し、現場から上がってくる質問に対して、ひとつひとつ丁寧に答える事を繰り返した。 

また、フッ化物洗口の効果や安全性などの他に、抜歯の第 1 位の要因がう蝕であること、口腔機能の低下は、QOL のみならず ADL

にも影響がでること、その事は虚弱老人を生み、ひいては要介護へ移行していくこと、また、国民健康保険(40－74 歳)の医療費のワー
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スト１がう蝕であることも伝えた。 

平成１９年 6月 3日の健康づくり講演会、シンポジウムの開催は、関係者と保護者だけでなく、若い世代から高齢者までの町民に周

知してもらい、追い風となった。また、壁にぶつかった時は、県健康増進課、宮崎県歯科医師会、西都児湯歯科医師会、高鍋保健所の

方たちに指導、助言をいただきながら、乗り切っていった。 

３、考察、まとめ 

 ８－９か月かかって、保育所、幼稚園、小学校のフッ化物洗口をスタートさせることができた。心配していた洗口実施率は、保育

所、幼稚園で 78.9%(281/356人),小学校で 83.6%(924/1,105人)と高かった。小学校 6年生の保護者うち、92.3%の保護者が、中学生

になっても継続して実施して欲しいということもあり、H20年度からは、中学校でも実施することとなった。 

フッ化物洗口を導入するためには、どれだけ住民の事を思っているかという「みんなの健康を願う気持ち」、正しい知識をどれだけ

持っているかという「正しい科学」、それと「勇気」が必要だと言われている。いろんな形で逆風が吹くが、担当者があきらめては、

それ以上進むことはない事、あきらめなければ失敗ではない事、そして誠意を持って伝えれば、必ず相手に伝わる事を学んだ。 

 また、関係者の方達に、次のフローを示すことにより、むし歯予防事業を、町としてはどのように展開していくのかを理解してい

ただけたので紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、おわりに 

 フッ化物洗口の導入を進めるにあたり、保育所、幼稚園、小学校の先生方と顔を合わせ、話し合う機会が増えた。その事で、園児

や児童の生活習慣の相談を受けたり、たばこやアルコール、性教育等の衛生教育の依頼が増えた。気づいたら、今まで私達が入り込

む機会の少なかった学童期への介入の入口が自然と出来上がっていた。これは、予想もしていなかった結果で、これまでなんとなく

敷居の高かった幼稚園や小学校も、今では気楽に訪問することができる。 

 今年度から中学校 2校でもフッ化物洗口を開始することとなった。新潟県のように、20－30年後、次の世代の子供達がフッ化物洗

口を実施している頃には、川南町の 12歳児の平均むし歯本数が 1.0を切り、またさらに 50年後には、8020を実現した高齢者が増え、

介護を必要とする高齢者が減り、今よりずっと活気のある川南町があることでしょう。 

・はみがき指導

１年生 ４歳

保健管理の一環として実施されているものである。

教育基本法  第一条　　(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の

形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成

を期して行われなければならない。

官報号外　　昭和６０年３月８日

学校におけるフッ化物水溶液による洗口は、学校保健法第2条

に規定する学校保健安全計画に位置づけられ、学校における

宮　崎　県 市町村むし歯予防事業実施要領

趣　旨

　乳幼児や保護等に対しフッ化物の応用や健康教育等を行うことにより乳歯及び永久歯のむし歯を予防し、県内の歯科保健対策の推進を図るため、「市町村むし歯予防
事業」を実施する。

川　南　町 川南町むし歯予防フッ化物洗口事業実施要綱

趣　旨

町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校に在籍する者の歯の健康教育を推進し、歯科保健の向上を図ることを目的とする。

歯科保健推進協議会

　住民の生涯にわたる歯と歯茎の健康づくりを推進するため、歯科保健推進協
議会を設置し、関係機関との連携を図る。
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計画の進行管理を行う。

・一人あたりむし歯の本数

・予防率

・子供の｢歯」に対する意識の
変化

フッ化物洗口

   日本歯科医学会、日本歯科医師会の「国民
の口腔保健向上のための、う蝕予防を目的とし
たフッ化物の応用を推奨する。」

・歯についての衛生教育   　(申込書の提出があった児童)
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